店舗営業委託契約

本契約は、店舗の所有者である〇〇（以下「委託者」という。）と、店舗運営を受託する△△（以下「受託者」という。）との間で、下記店舗における営業業務の委託に関して、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
委託者は、別紙に定める店舗（以下「本件店舗」という。）の営業業務を受託者に委託し、受託者はこれを遂行することを目的として本契約を締結する。

第2条（業務委託の範囲）
受託者が行う業務は、次のとおりとする。
1. 本件店舗の営業・販売・接客・管理
2. 販売商品の陳列・補充・在庫管理
3. 売上金の管理および顧客対応
4. スタッフの採用・教育・勤怠管理
5. 店舗設備・什器の軽微な維持・清掃管理
6. その他委託者が必要と認めた附随業務
※仕入れの裁量範囲・価格決定権限等は、別紙「業務内容明細」に定める。

第3条（委託者の権限・業務）
委託者は次の業務を行う。
1. 店舗設備・什器の管理・修繕
2. 商品構成・価格設定・販促方針等の最終決定
3. 店舗の所有者としての法的責任を負う事項
4. 業務遂行にあたって必要な情報・資料の提供

第4条（独立性）
受託者は独立した事業者であり、委託者の被用者または代理人ではない。
受託者は、委託者の名義で契約締結や保証をする権限を有しない。

第5条（営業委託料・精算）
1. 受託者は、本件店舗の売上に応じて、委託者に営業委託料を支払う。
2. 営業委託料の料率または定額、支払方法・時期は、別紙「収益分配一覧表」に定める。
3. 売上金は毎日または毎月締めで集計し、翌月〇日までに精算する。
4. 売上データ・レジデータは委託者が随時閲覧できるものとする。

第6条（店舗設備の管理）
1. 本件店舗の設備・什器の所有権は委託者に帰属する。
2. 受託者は善良な管理者の注意義務をもって店舗設備を使用する。
3. 通常損耗を除き、受託者の故意または過失により損害が発生した場合、受託者はその損害を賠償する。

第7条（従業員の管理）
1. 受託者は本件店舗に配置する従業員を採用・教育・管理するものとする。
2. 従業員との雇用契約は受託者が当事者となり、委託者は関与しない。
3. 労働法令・社会保険等に関する責任は受託者が負う。

第8条（売上管理）
1. 受託者は、売上金を正確に集計し、記録を保管するものとする。
2. 無断での売上金流用を禁止する。
3. 委託者は必要に応じて売上データ・帳簿等の検査を行うことができる。

第9条（禁止事項）
受託者は次の行為を行ってはならない。
1. 委託者の承認なく商品の仕入先を変更すること
2. 勝手な値引き・キャンペーン・サービス提供
3. 店舗設備の改造・移転・譲渡
4. 競合店への営業情報の漏洩
5. 本件店舗のブランド価値を損なう行為

第10条（秘密保持）
当事者は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上・技術上の情報を第三者に漏らしてはならない。
この義務は契約終了後も3年間存続する。

第11条（契約期間）
1. 契約期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの1年間とする。
2. 期間満了の1か月前までにいずれからも通知がない場合、自動的に同一条件で更新される。

第12条（契約の解除）
1. 次の各号のいずれかに該当した場合、委託者は催告なく本契約を解除できる。
　① 売上金の不正処理
　② 無断休業・無断欠勤等による店舗放棄
　③ 本契約の重大な違反
　④ 反社会的勢力との関与が判明した場合
2. 解除により委託者に損害が生じた場合、受託者はその損害を賠償する。

第13条（契約終了後の処理）
1. 契約終了後、受託者は店舗設備・鍵・資料等を委託者に返還する。
2. 未精算の売上金・費用等がある場合は契約終了後速やかに精算する。

第14条（不可抗力）
天災・火災・法令改正・感染症など、当事者の責に帰さない理由で契約履行が困難となった場合、当事者はその責を負わない。

第15条（紛争解決）
協議によっても解決しない場合、委託者所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条（契約書の作成）
本書2通を作成し、委託者および受託者が記名押印のうえ各自1通を保持する。





令和　年　月　日

委託者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受託者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（印）
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

